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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２３年５月３１日 １２時３５分ごろ 

発生場所 香川県坂出市坂出港の揚油桟橋 

 坂出港西防波堤灯台から真方位３４３° １,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.３′ 東経１３３°５０.８′） 

事故調査の経過 平成２３年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

作業船 五
ご

栄
えい

一号、５.５トン 

 ２８０－３６５８７香川、五栄海陸興業株式会社 

 ９.５０ｍ（Lr）×２.８０ｍ×１.０４ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７７kＷ、平成１０年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年４月１２日 

  免許証交付日 平成１８年１１月２０日 

         （平成２４年３月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船内全般濡損、プロペラ曲損 

 事故の経過 

 

本船は、平成２３年５月３０日１０時００分ごろ、坂出港の揚油桟橋に

外部への開口部を閉鎖し、船首尾とも約０.７５ｍの喫水で係留された。 

本船は、船長が１０時３０分ごろに下船し、その後、無人の状態であっ

たところ、５月３１日の昼頃に本船が沈没しかかっていることに気付いた

通行人が船舶所有者の現場事務所に連絡し、駆けつけた同事務所職員によ

り１２時３５分ごろに着底状態であることが確認され、間もなく左舷側に

横転した。 

本船は、引き揚げられ、排水処理が施されたのち、損傷箇所等が修理さ

れた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 本船は、本事故前日の桟橋係留開始時には船尾管軸封装置からの漏水が

なく、機関室内のビルジ量にも異状がなかったので、その後、ビルジ量の

点検が行われていなかった。 

船尾管軸封装置は、ウエッジリング押さえの締付けボルトに緩みがなか

った。 

本船は、船体をクレーンで吊り上げて機関室の海水を排出する過程にお
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 いて、船尾管軸封装置のグランド部のみから小指の太さほどの水が噴出し

たので、同装置に組み込まれていた非常用グランドパッキンを圧着させて

海面に降ろしたところ、漏水が止まった。 

船尾管軸封装置は、本船が新造されて以来約１３年間一度も開放されて

おらず、各部品は新造時のままであり、本事故後、端面シールを構成する

ゴム製ダイヤフラムに損傷がなかったものの、新品に比べて明らかに硬化

していることが修理業者によって確認された。 

船尾管軸封装置の取扱説明書には、ダイヤフラム等の交換時期は稼働４

年目を基準とする旨が記載されていた。 

本船は、係留開始から本事故発生までの間、主機の運転やターニングは

行われておらず、プロペラ軸を回転させることはなかった。 

本船は、ふだんから本事故発生時の桟橋へ係留中に波浪や他船の航走波

の影響を受けて船体が少なからず動揺することがあった。 

機関室は、上甲板下の容積が約１０㎥であり、後部隔壁に設けられた配

管貫通口を通じ、後方に隣接する後部倉庫及び舵機室との間で通水する状

況であった。 

後部倉庫の上甲板上に設けられたハッチは、ハッチカバーを下ろして閉

鎖されていたが、密閉状態ではなかった。 

本船が係留されていた場所は、約４時間ごとに行われていた構内の巡視

経路に含まれており、船長が本事故当日の１０時ごろ本船の外観に異状の

ないことを確認していた。 

（写真１ 船尾管軸封装置 参照） 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

あり 

本船は、坂出港の揚油桟橋に係留中、船尾管軸

封装置の端面シール部から漏水したことから、機

関室内に浸水した可能性があると考えられる。 

船尾管軸封装置の端面シールは、約１３年間一

度も交換されておらず、波浪や航走波の影響によ

る船体動揺でプロペラ軸が振れた際、シール面を

支持していたダイヤフラムが硬化していたことか

ら、シール面が瞬時離れて異物をかみ込み、端面

シール部から漏水するに至った可能性があると考

えられる。 

端面シールからの漏水開始時刻を特定すること

はできなかったが、機関室の上甲板下を満水とす

るまでの時間は数時間であった可能性があると考

えられる。 

機関室内に入った海水は、後部隔壁に設けられ

た配管貫通口から後方に隣接する後部倉庫及び舵

機室にも入った可能性があると考えられる。 

本船は、上甲板の高さまで浸水したのち、後部

倉庫のハッチから上甲板上に多量の海水が流出し

て沈没した可能性があると考えられる。 
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本船は、着底したのち、左舷側に横転したもの

と考えられる。 

原因 本事故は、本船が、坂出港の揚油桟橋に係留中、船尾管軸封装置の端面

シール部から漏水したため、機関室内に浸水し、浸水が後部倉庫等に及ん

で沈没したことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 本船は、本事故後、船尾管軸封装置からの漏水を視認しやすくする目的

で同装置下方に漏水受けが新設された。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船尾管軸封装置を約４年ごとに開放し、端面シールを構成するダイヤフ

ラムに材料の劣化が認められた場合は新替えすること。 

・無人係留中であっても、可能な限り漏水の有無等について船内の点検を

行うこと。 

 






